
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計画の変更
（奈良市決定）

都市計画学研奈良登美ヶ丘駅西部住宅地地区計画を次のように変更する。 （平成30年6月22日変更）

名 称 学研奈良登美ヶ丘駅西部住宅地地区計画

位 置 奈良市中登美ヶ丘五丁目、中登美ヶ丘六丁目及び二名町の各一部

面 積 約 １５．７ ha

区域の 地区計画の 本地区は、大阪近郊の良好な住宅地として発展してきた市の西部
目標 地区の北端にあり、平成１８年３月に開業した近鉄けいはんな線学

整備・ 研奈良登美ヶ丘駅西方の徒歩圏内に位置している。
学研奈良登美ヶ丘駅周辺では、地域の生活拠点として地域の利便

開発及 性の高い暮らしを支援する都市機能の充実をめざした整備がすすめ
られている。

び保全 本区域においては、徒歩圏内に鉄道の始発駅や日常生活に必要な
各種施設がそろう立地条件を生かし、多様な居住ニーズに対応し、

に関す 多様な世代が暮らせる住宅地の形成と人が“歩いて快適なこと”を
最優先にしたまちづくりが進められている。

る方針 本地区計画は、良好な居住環境を形成し、快適に暮らせるまちづ
くりを進めることを目標とする。

土地利用の 低層戸建住宅地を主体とした良好な居住環境の形成を図り、その
方針 維持・保全に努める。

また、建築物の敷地の空地には、積極的な緑化を図り、緑豊かな
街並みを形成する。

地区施設の 土地区画整理事業により整備が行われる道路及び公園等を適正に
整備の方針 配置し、整備された道路及び公園等の機能・環境が損なわれないよ

う維持、保全を図る。
また、快適で安全性の高い歩行者空間を形成する歩行者専用道路

及び公共空地(広場)を設置する。

建築物等の 低層戸建住宅を主体とした良好な居住環境を形成し、その維持・
整備の方針 保全を図るため、建築物の用途の制限及び建築物の敷地面積の最低

限度を定める。

地 建 建築物の用 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
区 築 途の制限 （１）住宅（長屋、重ね建て住宅及び共同住宅を除く。以下同じ。）
整 物 （２）延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次のアか
備 等 らオまでの一に掲げる用途を兼ねる住宅（これらの用途に供す
計 に る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。）
画 関 ア 事務所（汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のため

す の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除
る く。）
事 イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫
項 茶店

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原



地 建 動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロ
区 築 ワット以下のものに限る。）
整 物 オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
備 等 （３）次のア又はイに掲げる用途を兼ねる住宅
計 に ア 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これら
画 関 に類するもの

す イ 診療所（患者の収容施設を持つものを除く。）
る （４）近隣に居住する者の利用に供するために設けられる公民館及
事 び集会所
項 （５）巡査派出所

（６）公園に設けられる公衆便所及び休憩所
（７）路線バスの停留所の上家
（８）前各号の建築物に附属するもの（次のアからエまでに掲げる

ものを除く。）
ア 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内

にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の
築造面積（当該築造面積が50平方メートル以下である場合に
は、その値を減じた値）を加えた値が600平方メートル（同
一敷地内にある建築物（自動車車庫の用途に供する部分を除
く。）の延べ面積の合計が600平方メートル以下の場合におい
ては、当該延べ面積の合計）を超えるもの

イ. 自動車車庫で２階以上の部分にあるもの
ウ. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
エ. 別表第１に定める数量を超える危険物（同表に数量の定め

のない場合にあってはその数量を問わないものとし、地下貯
蔵槽により貯蔵される第一石油類、アルコール類、第二石油
類、第三石油類及び第四石油類を除く。）の貯蔵又は処理に
供する建築物

建築物の敷 ２００平方メートル。ただし、次の各号に掲げる建築物の敷地に
地面積の最 ついては、この限りでない。
低限度 （１）巡査派出所

（２）公園に設けられる公衆便所又は休憩所
（３）路線バスの停留所の上家

区域は、計画図に表示のとおり。






